
資料1 一つの学習権宣言

1985年3月、パリで聞かれた第四国ユネスコ国際成人教育会議は、「学習権」

と題する一つの宣言を採択した。

「学習権の承認は、いまや、乙れまで以上に人類にとって、重要な課題とな

っている。

学習権とは

読み書きの権利であり、

質問し、熟癒する権利であり、

想像し、っくりだす権利であり、

自分自身の世界を読みとり、歴史をつくる権利であり、

教育の機会に接する権利であり、

個人的・集団的技能をのばす権利である。

学習権は、未来のある日のために予約された文化的ぜいたく品ではない。

それは、基礎的欲求がみたされたあとに与えられる、第二段階のものではな

b、。
学習権は、人が生きのびるのに不可欠の道具である。」

「学習権は、現在の人類にとって深刻な問題を解決するのに、もっとも貢献で

きるもののひとつなのである。

しかし、学習権は、単なる、経済発展の手段ではない。それは、基本的権利の

ひとつとして、みとめられなくてはならない。

学習活動は、あらゆる教育活動の中心に位置づ‘けられ、ひとびとをできごとの

なすがままに動かされる客体から、自分の歴史をつくりだす主体にかえていく

ものである。J

乙れは国際的な生涯教育論の現段階を示すものと考えられる。

〈エイデル研究所「季刊教育法」 1986・夏・ 63、「生涯学習の現実性と可能性」

藤岡貞彦）
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イ方法

講義、協符等のほかに、近隣学校等における様範授業参観、初任者

の研究俊業、他校組、教育締役等の＃鋭、ボランティア活動等

(3）洋上研修

0 内容・方法

文郎省の実胞社両による。

4 年間研修計画等の作成及び研修の実施lζ当たっての配慮事項

Ill 試行対象教日に対する配慮

試行対象教員IC.対する研修は、試行対象教員の怠欲を大切にするよう

配虜する。

12）校内体制への配慮

試行対象教員IC.対する研修IC.当たっては．学校全体としての充実した

指導体制を擁立する必震があり、校長の信導の下Iζ、指導教員を中心IC.、

研修内容に応じて全教E議員が協力して、試行対象教員の借導lζ当たるも

のとする。

(3）保緩者への配慮

研修の計i弱及び実胞に当たっては、保護者や地核社会の恩解や協力が

得られるよう適切に配慮するものとする。

(4）筋線用教員日研修との関迎

試行のうち特IC:教育センタ－~における研修の実絡に当たっては、現

行の新銀周教員研修との閲迎IC十分に配慮し、両者の有機的関連を困る

ものとする。

昭和62年度新潟県「初任者研修の試行Jにおける

年間研修計画作成要傾

昭和62年度新縄県にお付る『初任者研修の試行」実施要項IC.基づく新沼県教

育委員会が作成する年間研修計画の作成は、乙の袋舗の定めると乙ろによる。

I 初任者研修の目的にのっとり研修のm点を明らかにして計画を作成する。

2 年間研修計画の種績と日数

（］）指導教員を中心にした研修 70日（週2日程度）

一級研修（約35日）、授業研修（約350)

(21 教育センター等Iζおげる研修 35F.I （週 1円程度）

宿泊研修、県立教育センターにおける窃修、綬業協力校における研修、

市町村教育委員会における研修、他校紡聞による研修、グループ研修

(3) 洋上研修（一部望書加｝ IO[I 

3 年間研修計画の内容

(1) 指導教員を中心にした研修

ア内努

学習指導、生徒指導、服務当事

方法

講話、観察、作業、協議、泌習

121 教背センター等における研修

ア 内 容

学習鎗導、兜窓生徒恕解、カウンセリング技術、公務員としての服

務等

イ

鹿
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－
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h司．
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資料4 「指導教員を中心とした研修Jの年間研修内容配当表〈小・中学校）

形 悠

月 研 修 内 衛。増

器産 要業作 演習 備考

4 月 ・敏師の心、禍え、限窃動窃全体の事仕者、怠窃・身分上の祭窃 0 

(3週〉 の仕組 動車着時間、 18の動窃、 1週間の動E語、休眠、佼窃分第

・学級経営① 学級目線、学級指導の内容と方法、学級経営銭 。
・学級経営② 学館経営案の作成 。
・学調f旬報D 街司事計画（教科等、学年） 0 

・学習指場~ 学習術導のポイント、自校の教育機器、教材、数民 0 

5 月 ・学校行取① 1学期の学校行事、回線、方法、留意点 。
(4迎） 家庭防悶 家庭鶴間の窓袋、保護者との篠し方

・生徒指導① 自校の児童生徒の概況 0 

・校内研修 前年度の校内研修、本年度の校内研修のねらい 0 。
・侵察研郷B 録集谷線、指型事案、指導の方法 0 。。
・沼健教育① 道徳教育と教育課程、全体計画 。
・オアシスタイム① 当面抱えている悩み等 ！ 。
・鑓象研究＠ 俊策研究のねらい 。
・生徒術専② 自校の生徒指導体札前年度の生徒怖の織子 io 

6 月・鐙察研究③ 授策研究のねらい逮成の方法 。
(4週】 ・学級綬営⑤〈授業研究｝ 学級会活動の綬業研究のねらい 。

・生徒指場⑥ 教育相談による生徒理解 。
・綬策研究⑥ 学習指導案作成 。
・学紐経営＠〈綬築研究） 学級会活動の侵築研究のねらい泡.6lの方法 。
• J干伍① テスト、評価の種額と生かし：方 0 

・授業研究⑤ 常習m導案検討 。
・オアシスタイム② 当函抱えている悩み等 。

7 月 ・学銭級官⑤〈授業研究｝ 学組会活動の指導濃の作成 。
(2週〉 ・綬築研究⑤ 綬祭実践、授業研究 。。。

・学級経営⑥〈授策研究〉 授業実践、授業研究 。。。
・生徒指場＠ 夏季休集中の生徒絡事事 。

8 月 ・反省とまとめ①ー 1 1学期の教育活動を振り返って 。
(2週〉 ’ -2 1学期の研修を仮り返って

’ -3 2学期の努力事項

,, -4 2学期の研修の構え

9 月 ・学校行$② 2学期の学校行事、児窓生徒の主体的t$加 0 。
(3週｝ ・生徒指導⑤ 問題行動の指導 。

・道徳教育③ 道徳の時間の指導内容、指導過程、術導の緒方法 0 
・綬策研究①

・綬業研究⑥

・綬策研究＠

10 月・健隊・安全教育 保健指導、給食指導 0 。
(4迎〉 ・授業研究⑩

・道徳教育＠（綬魚研究）
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形 悠

月 研 修 内 ・世内・

語協鑓 観察 1作. 泊習
.考

・－・・・沼泊越健a沼t健信鎗康ァ健徹敏~・：，宵宵W安ス宵唖申串全申タ段イ《〈《【援極綾宵A録＠集象a集：町研研銀m田盟究，鍵t》》瞬却I 当面抱えτいる悩み等

。

11 月 佼内安全点倹、交辺安全、学佼防縫 。 。

(4沼） •al業研究＠
・録集研究⑪

・綬震研究⑫

・録集研究。

•I事価② 授業中の鰐価、指導要録 。 。

・学級経営＠〈館業研究｝ 。

・オアシスタイム＠ 当面倒えている悩み等 。

1 2 月 ・学級経営＠（授黛研究）

(2週〕 ・学級経営＠｛綬鍵研究）

・学級経営⑬〈綬象研究〉

・反省とまとめ 2学期の研修を鐙り返って

1 月 ・侵策研究＠

(2週〉 ・録集研釦＠

・綬象研究＠

・録集研究＠

2 月 ・泊億数宵＠〈後策研究〉

(4.i§) ・沼健ft宵⑥〈健策研究〉

・道徳数宵⑩｛銀.研究〉

・道徳数育也｛鐙築研究｝

・反省とまとめ＠ 後半の研修を撮り返る 。。

・オアシスタイム⑤ 当面抱えている悩み等 。

・俊策研究9
・鐙鍍研究＠

3 月 ・綬築研究＠

( 1週〉 ・反省とまとめ＠ 1年間の研修を振り返る 。。

資料5 「教育センタ一等における研修」の年間研修内容配当表（小・中学校〉

研 修 の 種 額

月 研 修 内 側骨、

IW 教セ育ン ;; グールプ
担当 備 考

4月 ・児湿生徒理解の怠銭と方法〈中学後、 4／辺、24) 。 教脊センター

・2ンピaータの基礎〈小学伎、 4／沼、 24) 。 "' 

5月 ・学習指導・生徒指導Fの畠本、数員としての心情え（5/15) 。 教育司E窃所 筋線周数民研修

・教将司事の研修①（5/26) 。 ．． と合問

・児富生徒理解の窓畿と方法｛小学校、 5／お、 29) 。 敏宵センター

・コンピュータの2基礎（中学俊、 5／潟、却 。 "' 

（次頁へ）
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窃 修 の fl 領

月 研 修 内 ’e ‘－ 
宿研泊修 歓セ宵ン :; 器商 グル t旦当 備 考

ープ

6月 ・教将等の研修②（6/2】 。教育事積所

・学智指導要領と授獲｛の小展学開佼、6／綬1業＠研（中究学校
。 ,.. 新採問教員研修

6/9) と合同

・他佼種訪問研修①（6/23) 。
" 

－地緩の自然や文化！§段等に関する研修①（6/30) 。 ,, 

7月 ・修習指線、学級経営、、学授校業研7／究7 
。 ,, 

新と採合用同教員研修。l 〉（中学校7/3)

・｛出俊掴脚J陶（7/14) 。 H 

・宿泊研修（小学校、 7/27～31) 畿郵教育課 続採用教艮研修
と合同

8月 ・宿泊研修〈中学校、 8/18-22) 』胸 新保周教員研修
と合同

9月 ・地域の自然や文化締役害事IC.関する研修②（9/18) 。教育専u華街
・他校樋肪献IDC9／忽〉 。 ,, 

・地峨の自然や文化施投等IC.関する研修③（9/29) 。
’ 

10月 ・教将司事の研修③ 00/6) 。教育司If耳目時

・教事帯電事の研修③ (10/13) 。 ,, 

・数制等の研修⑤ (10／初｝ 。 N 

・教科等の研修⑤ (I0/27) 。 H 

11月 ・教斜等の研修① {11/17) 。数育事2草月骨

・教科書事の研修R(11/24) 。 N 

12月 ・教科書事の研修⑨ (12/I) 。教育事筋所

・教科寄干の研修⑮（12/8) 。 a・

（主主｝・乙のほかに、市町敏育委員会晶吟予う「グループ ＠ 市町教育餐

研修』が4日間あるe 員会

・また、 ζのほかに『市町教育委員会における研 ⑤ 市町教育香

修J（街傑周教員研修と合同〉が3日間ある。 員会

1 研修の重点

研修は次の2点に重点を置いて進める。

① 試行対象教員が実践的指導力と教育的使命感を高めるために、地域や学校の教育課

題、学校運営等についての一般研修に及び、児童生徒の実態に即した授業研修を行う。

＠ 試行対象教員が知見を広めるために、地域の自然や文化などについての研修及び地

域の諸活動への参加など、幅広い体験活動を行う。

2 研修の内容

(1) 研修の種類と研修日数

0 指導教員を中心にした研修 70日（週2日程度）

0 教育センタ一等にお貯る研修

0 洋上研修（一部の参加〉

35日（週 1日程度）

10日
資料③～⑤官所「県教育委員会」
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初任者研修制度の試行に関する見解
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資料8 減る雑誌自動販売機・増えるビデオレンタル店

青少年の性的感情を刺激したり、粗暴性を助長するおそれのある図書は、心身ともに未

発逮な青少年に大きな影響を与え、非行誘因のひとつであるとされている。そのような図

書は、写真や劇画などにより露骨な内容を視覚に訴えるものが多く、雑誌自動販売機、書

店、コンピユエンスストア、雑誌スタン

ド販売店などで容易に入手できる。

書店では、乙れらの図書を青少年の自

民蝕れにくくするため成人コーナーを設

置し、他の出版物と区別して陳列する方 お
法の徹底が望まれる。雑誌スタンド販売

店では、成人向雑誌と一般雑誌の混在販 制

売形態が多く、問題がある。雑誌自動販

売機は、昭和55年まで急激な勢いで県下 300 

各地に設置されてきたが、地域住民や関 200 

係団体の積極的な撤去運動により、次第

に減少傾向iとある。乙のような図書は、

青少年健全育成条例によると18歳未満の

者に売ったり見せたりしてはいけない乙

とになっているが、 「実態調査Jによる

と、成人向雑誌を見た乙とのある者は、

中学生では41%、高校生では74961乙達し、

特iζ高校生男子では90%に達し、ほとん

どの者が見た乙とがある。

一方、家庭におけるビデオ装置の普及

に伴い、成人向ビデオソフトを含むビデ

オソフトの貸出店の増加が著しく、高校

生男子では半数近くの者が成人向ビデオ

テープを見た乙とがある。

ビデオテープの貸出店の形態〈店〉

区 分 6調0年7 査月 調61年 7 査月

一の 般み 9 (11掲〉 22(19完治

種貸テービデプ白類オ
成突白

68 (83紛 91(78%) 

の成人み向 5 (6紛 4 (3%) 

成有ター無プ人ロ由向グのカテ
有 39 (4896) 40(3必~

無 43(52紛 11 (6般の

計 82 117 

雑誌自動販売機設置台数の推移

100 

成人向雑誌を見た経験

中学生男子際緩綴陸連f¥f¥¥M

中学生女子機器:t紛議MlH1

ない 56.4 答図
7

5

筒

o

a

nHmunru 

00.1 

50 100~匹

成人向ビデオ・テープの視聴経験

中学生肝閥7.3 ない則 的？
!・ / 

中学生女子関4.7 則 ｜ト日

高校生女子！？をJ] as.s I t 2.4 

切 100%

資料出所「県背少年総合対策本部」


